様式第24号（第19条関係）
補助金等交付決定取消しに伴う補助金等返還命令書
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(補助事業者等)

　　年　　月　　日付け興指第　　号による　　　　　　　　事業に係る補助金等の交付の決定を取り消し、当該取消しに係る部分に関し交付した補助金　金　　　　　円の返還を命じます。ただし、次の事項を承知してください。

年　　月　　日

   　　　 興部町長   　　　　　　　　㊞

1 取消しの内容
2 取消しの理由
3 返還すべき補助金は、別に町長が発行する納入通知書により納付すること。
4 返還すべき補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金
の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控　除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付　すること。
5 返還すべき補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から
納期の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付額を控除した額) につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(  課　　担当)

注　1　この様式は、取消しに伴う返還金のある場合に使用する。
　　2　助成金、奨励金等の場合は、この様式中「補助金」とあるのは「助成金
(奨励金等)」と書き換えて使用すること。
　　3　取消しの内容欄は、その取消しの対象となった部分が明らかになるよう詳細に記載すること。
　　4　第4項は、当該補助金等が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第4項に規定する間接補助金である場合は、付けないものとする。
　　5　この命令書と当該還付金に係る納入通知書は、同時に送付すること。ただし、納付すべき期限を猶予した場合は、この限りでない。








